反社会的勢力排除に関する覚書

XXXXXX株式会社（以下、「甲」という）と、ビジネスイノベーション協同組合（以下、「乙」という）とは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（以下、「指針」という）を相互に尊重し、反社会的勢力による被害を防止することを目的に、以下のとおり覚書（以下、「本覚書」という）を締結する。

第1条 （反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、それぞれ、以下の各号の一にも該当しないことを確約する。
(1) [bookmark: _GoBack]暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という）
 であること。
(2) 自己の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること。
(3) 親会社、子会社（いずれも会社法の定義による、以下同じ。）または契約等の履行のために再委託する第三者が前二
 号のいずれかに該当すること。
2. 甲及び乙は、それぞれ、自ら又はその役員もしくは実質的に経営を支配する者が、以下の各号のいずれかに該当する
 行為を行わないことを確約する。
1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 相手方に対して、指針が排除の対象とする不当な要求をすること
4. 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
5. 反社会的勢力に資金等を提供しもしくは便宜を図る等反社会的勢力の活動を助長する行為を行うこと
3. 甲及び乙は、それぞれ、自己の親会社、子会社又は契約等の履行のために再委託する第三者が前項各号のいずれかに
 該当する行為を行わないことを確約する。
第2条 （契約の解除）
1. 甲又は乙は、相手方が前条の各号の一に該当した時は、別段の催告を要せず、相手方との間で締結した一切の契約の
 全部又は一部を直ちに解除し、かつそれによって生じた損害について、解除した当事者である甲又は乙は、被解除当事 
 者となる相手方に賠償を請求することができる。
2. 甲又は乙は、本条第１項の規定により相手方との間で締結した一切の契約の全部又は一部を解除した場合、被解除当
 事者となる相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
第3条 （期限の利益喪失）
　甲又は乙は、相手方が第１条の各号の一に該当したときは、甲乙間の取引により生じた相手方に対する一切の債務　　　
 について当然に期限の利益を喪失し、相手方から何らの催告なくとも債務を直ちに履行しなければならない。
第4条 （本覚書の有効範囲）
　本覚書は、締結日現在及びそれ以降の甲乙間の全ての取引について有効とする。

以上、本覚書の成立に証するために本書２通を作成し、甲、乙各々記名押印の上、各１通を保有する。

　　　　2018年　XX月　XX日
							福岡県XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
						　甲　　XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
				　　　	　　　　代表取締役　　　XXXXXXXXXXXXXXXX     	
							福岡県北九州市若松区安瀬64番地102	
					　	　甲　　　ビジネスイノベーション協同組合	
				　　		理事長　　　　　　　守　 康 幸  　　　　  	
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